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新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策等について 

日本大学東北高等学校 

令和４年１０月６日（木）に開催された福島県新型コロナウイルス感染症対策本部員会議に

おいて，感染拡大防止のための基本対策を徹底するよう指示がありました。これを受け，本校

では下記のように対応いたします。 

なお，今後の感染状況の変化により対応が変わる場合は，改めてお知らせします。 

記 

（１）１０月７日(金)からの対応 

①マスク着用・手洗い・手指消毒・黙食・換気等，基本的な感染対策を継続します。 

②完全下校(校門を出る)時刻を徹底します。 

③感染リスクの高い学習活動については，適切な感染対策を行った上で実施します。 

④宿泊を伴う学校行事，合宿，遠征，通常の部活動や練習試合，合同練習会等は，感染 

対策を行った上で実施します。 

ア）練習試合や合同練習会等は，事前に学校長への計画書を提出することとします。 

イ）可能な限り昼食を挟んでの活動は行わないこととします。 

⑤部活動への参加について，心配や不安がある場合は，顧問に申し出てください。 

（２）出席停止の扱い 

次の①～⑤に該当する場合は，出席停止となりますので，【 】の日数は登校を控えて

ください。その際，必ず Classi等で保護者から担任にご連絡ください。状況・療養期間

等について確認するために，担任から電話をかけさせて頂くことがあります。 

 

① コロナ感染症「陽性」の場合     【発症日の翌日から 7日間】 

② 医療機関や学校に「濃厚接触者」と認定された場合 

【罹患者との最終接触日の翌日から 5日間】 

③ 発熱やのどの痛みなど，少しでも症状がみられる場合   【陰性が確認されるまで】 

※症状がある場合は早めに医療機関を受診もしくは，抗原検査（個人可）を実施してください。 

④ 生徒・同居家族が，PCR 検査・抗原検査を受ける場合   【陰性が確認されるまで】 

⑤ ワクチン接種後，副反応が出た場合         【原則，接種日の翌日まで】 

※ワクチン接種当日は「公欠」の扱いとなります。 

 

（３）保護者等の学内入構について 

「レベル１」を受け，次のガイドラインにのっとり，練習試合・公式戦等への保護者の入構

を，参加選手１名につき，その保護者１名（マスク着用）を原則とします。ただし，状況に

よって収容人数を制限させて頂く場合があります。また，入構の際は，ＨＰの「来校者健康

状態確認書」を印刷して頂き，ご記入の上，当日担当者（顧問等）に提出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

福島県高等学校体育連盟関係大会及び主催事業に関するガイドライン(令和 4年 5月 20日付) 

9 入場制限について（地区大会より） 
（１）入場については，次のように取り扱うものとする。 
  ア）学校関係者，保護者，大会関係者，各専門部が許可した者の入場を可とする。 

イ）大会時の県内の感染状況等を踏まえ，利用する施設の状況や，施設の利用に関するガイドライン等に従い，適
切な対策を講じること（適宜，ガイドラインの配布や放送，掲示物等により入場者への注意喚起を促す）。 

ウ）各専門部に於いて，3密状態とならないよう全入場者を把握及び管理が徹底でき，大会運営に支障がないこと。 
エ）一般の方の入場は禁止とする。 

（２）会場規模（屋内外）や施設設備状況，競技特性，選手数・役員数等は，各競技により異なるため，試合実施に最
低限の人数にすることに加え，登録選手以外の来場は，各競技専門部において十分に協議し，対応すること。 

（３）感染状況によっては，県教育長通知を待たず，県高体連事務局判断で大会直前に入場制限（無観客を含む）を行
うこともあり得る。 


